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近代ドイツの児童教育
－児童教育の歴史を児童保護の観点から概観する－

大森北文

はじめに

一国の文化水準は，個々の文化的業績によってではなく， その国の教育
|lill度のピラミッドの底辺，すなわち全般的|玉|民教育の基本部分の広がりと
確かさによって測られるべきであろう。この点で児童教育は， どのような
国においても決定的な意義を持っている。近代ドイツにおいて全般的児童
教育を担ったのは国民学校(Volksschule)と継続学校(Fortbildungs-
schule)であったが，それが本来的な意味で問題となるのは，厳格に区分さ
れた諸身分，すなわち貴族・市民・農民といった中世的な諸身分間の法的
地位に差異がなくなり， それに代わって法の下での平等という観念が登場
して以降のことである。う°ロイセンにおけるそれは, 19世紀初頭の， いわ
ゆるう°ロイセン改革以降のことであった。 しかし， ｜玉|民学校の起源ともい
えるものは14世紀に，継続学校のそれは16世紀に求めることが出来る。
|zIil民学校と継続学校という2つの義務教育機関は， それから数百年を経て
19世紀に制度として確立した。本稿は，両者の発展を中心に，近代ドイツ
において義務教育制度が形成される過程を一部分的にではある力欝一概
観するものである。
しかし同時に,全般的児童教育の歴史は児童福祉（児童保護）の歴史とも

重なりを持つ。中IM期の児童は， とりわけ農村において必要不可欠な労伽
力であった。マニュファクチュアおよび機械制工場の時代になると，児童
は農村のみならず工場においても貴重な労働力であった。 さらに， ドイツ
においては19－世紀後半まで重要産業としての地位を失わなかった手工業
の分野でも，児童は徒弟として働いていた。したがって児童とその保護者・
使用者に対して児童教育を義務づけることは，否応なく児童を労働から一
定時間遠ざけることであり，結果的に児童の保護を意味した。 この点から，
全般的児童教育の歴史を検討することは，児童福祉の歴史を理解する上で
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も必要な作業であろう。
ところで，当然のことなｶｺら，児童福祉は社会福祉（広くは社会保障）の

一部である。そして，社会的弱者の救済を意味する社会福祉は，国民の生
存権保障を目的にしている。 しかし，歴史の現実は，生存権という法観念
が確立する以前に，すでに社会福祉が－はなはだ不十分にではあるが
－機能していたことを示している。その典型的な例として，本稿は児童
福祉（児童保護）に注目している。周知のように，現代においては，ほとん
どの国家が「福祉社会」 （生存権が十分に保障される社会）を標傍している
が， その態様は一様ではない。それは，生存権の確立に先行する社会福祉
の歴史が， 国によって異なるからではないか。本稿は，近代ドイツにおけ
る児童教育の歴史に関して， 多少なりとも児童保護の観点からスケッチを
試みる。それは， ドイツ型福祉社会の形成過程を別の機会に論じることを
展望しているからに他ならない。本稿は， そのための準備作業の一部を構
成する。

1 ． 国民学校の起源と義務教育（14～17世紀）

ドイヅに限らず， 中世のキリスト教的ヨーロッパ世界で学校を設立して
きたのは，国家ではなく教会であった。 しかし，教会によって設立された
学校は，古代ローマの弁論学校(Rhetorenschule)に範を求めたもので，
もっぱら聖職者の育成に重点を置き，授業もラテン語を' | '心に行われた。
こうした， いわゆるラテン語学校(Lateinschule)は，最下層民の子弟から
も英才を発掘するという点で， 国民教育の発展に一定の役割を果たした力ざ，
全児童を対象にした教育を目指したわけではなかった。この点から，教会
によるラテン語学校は，全般的|垂|民教育を担う国民学校の起源と見なされ
得ないであろう。
本稿ｶｺ|fl民学校の起源と見なしているのは， あくまでドイツ語によって

授業が行われる学校，いわゆるドイツ語学校(DeutscheSchule)である。中
世も後期にさしかかる14世紀頃からドイツ各地に登場したドイツ語学校
は，聖職者の養成ではなく，現実生活の必要に応じて設立されたもので
あった。 とりわけ大規模な商業都市(例えばリューベックなどのハンザ都
市）では， 「ドイツ語読み方・書き方学校(Deutsche Schreib-undLese-
schule)｣として設立され，商人の育成にあたった。というのも，商人にとつ
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ては，少なくともドイツ語手紙の読み書き力ざ不可欠の素養だったからであ
る。 ドイツ語学校は元来，様々な身分に属する教師たちによる民間教育機
関であったが，事後的に市参事会が認可を与え，後には市当局が直接これ
を設立するようになり，公立学校としての性格を有するようになったもの
である。
国民学校のもうひとつの起源は, 16世紀の宗教改革時代に，在俗信者の

全般的宗教教育のために設立された学校である。そこで重要な教材として
使川されたのは，教義|川答書であった。 さらに， ドイツ語訳聖書，賛美歌
集なども教材に充てられた。 もとより国民的宗教教育は，宗教改革の構想
において基本的要請のひとつであった。宗教改革が目指す新しい社会像の
実現には，宗教的世俗的統治能力を持つ学識ある人間が必要だったからで
ある。少なくともドイツ語を読む能力は，在俗信者にとっても必要な素養
になっていた。宗教改革以後，在俗信者には， ドイツ語訳聖書や教義問答
書賛美歌集， さらに論難書など，宗教的基本書を自ら読むことカゴ求めら
れたからである。
こうして始まったドイツ語による宗教的初等教育においては， 当初，聖

職者たちが教師を務めた。 しかし， その負担を軽減するために動員され，
最終的には宗教的初等教育において最も重要な役割を担うようになってい
くのがキュスター(Kiister :教会堂番人）たちであった。キュスターは聖
職者に代わって教師として活動し，後には事実上の学校責任者となってい
く。 こうした傾向は16-l ll紀全般を通して漸進的に進行した。そのため16
世紀に登場したこの宗教的学校はキュスター学校(Kiisterschule)と呼ば
れる。そしてそれは， もっぱらドイツ語学校が存在しない農村部に設立さ
れたのである。
ところで, 14世紀に都市部で設立されたドイツ語学校は， 当初こそ，商

人育成のために世俗的教科を教授した。 しかし宗教改革の後には，都市当
局によってドイツ語学校にも宗教の授業力:義務づけられるようになった。
他方で，農村部に設立されたキュスター学校は，宗教・教会音楽の他に，
ドイツ語の読み方や書き方， さらには算術など，世俗の基本的教科をも採
用した。すなわち， ドイツにおける児童教育は，宗教改革以降，宗教的側
面と世俗的側面を融合させつつ展開していくことになる。そして， この方
向性がさらに進展したの力ざ17世紀であった。
周知のように， 17世紀前半期のドイツの諸領邦は， たいていの場合，二
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重の権力構造を持っていた。領邦君主は領邦内において，相対的に強力な
権力を保持していたが，他方ではその政治権力を領邦内の諸身分と分有せ
ざるを得なかった。 自己のグーツヘルシャフト (Gutsherrschaft)やグルン
トヘルシャフト (Grundherrschaft)において教会の保護者でもあった貴族
身分との政治的力関係は，状況に応じて変化する不安定なものであった。
17世紀とは， そうした二重権力が領邦君主の下に一元化され， いわゆる絶
対主義国家に移行する過渡期であった。換言するなら，重層的封建関係に
基づく !''世的領邦が近世国家に移行し， それに伴って公的統治が成立する
時期であった。そしてそれ力ざ児童教育にも公的性格を付与する契機となっ
たのである。
たしかに17-世紀といえども，絶対主義的国家構造が未完成な段階では，

学校教育の公的・法的性質は不Iﾘl碓であった。 しかし国家構造の変化にと
もなって，学校教育は次第に公的性質を帯びてくる。そして児童教育の分
野で17世紀中に生じた最も重要な変化は，国家によって全般的な義務教
育が宣言されたことである。例えば, 1619年にヴァイマール大公によって
布告された学校令(Schulordnung)は「可能な限り全ての少年・少女は…
学校に行くべきである」と定めた。また1642年にゴータ大公が布告した学
校令は， より強い調子で， 「児童はすべて例外なく， 1年を通して継続的に
学校に行くべきである」 と定めている。これらの学校では，耆き方，読み
方，算術，宗教，歌唱と並んで, |]1家の経済的利益に直接役立つ実学が教
授され， その結果が絶対主義的な国家形成に寄与することにもなったので
ある。
しかし， このような全般的義務教育に関する法規が整えられた時期につ

いては，領邦によって様々であった。プロイセン王l玉lでは, 18世紀初頭に
初めて児童教育の義務化力謝宣言され， それ力ざ勅令として定められたのは
1736年のことであった（もっともそれは東プロイセンのみに適用されるも
のであった)。しかし実際に農村において，児童が年間を通して学校に通う
ことは，容易なことではなかった。たいていの農村では，児童が日常的な
補助労働力として必要とされたからである。特に収穫期において児童は貴
重な労働ﾉJであったし， それ以外の時期でも家畜番・羊飼いとして働いて
いた。 また教師の方でも，収穫期には農作業に従事した方がより多くの収
入を望めた。それにもかかわらず， 1736年の勅令が適用された地域では，
収穫期においても授業が! ' !断されることはなかったという。夏こそ授業は
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午前中のみに短縮された力ぎ，冬は午前中に3時間，
行われた。このことは，児童に対する義務教育が，
して取り組まれていたことを示していよう。

午後に3時間の授業が
当時，国家的な事業と

2． 貧困児童の保護とヒューマニズム的教育（18世紀～19世紀初頭）

18世紀に入ると， ドイツでは敬慶主義的慈善思想が大きな影響力を持
ち， それは児童教育の普及を促進する役割を果たした。 とりわけ，最下層
の児童に対する教育が普及した。 もとよりドイツでは，貧困児童の救済は
l l l来より取り組まれていた。例えば, 1665年にはプランデンブルクの選帝
侯妃ルイーゼ･ヘンリエッテ(LuiseHenriette)がオラニエンブルクで孤児
院を設立しているし, 1695年にはアウグスト ．H･フランケ(AugustHer-
mannFrancke)がハレで孤児院を設立した。これらの孤児施設はたいてい
の場合，独自の児童教育施設（貧困児童学校）を持っていた。 とりわけフ
ランケの学校は大きな注目を浴びたｶｺ， それは, 1700年前後に，貧困力：も
はや特殊な事例ではなく， とりわけ都市部において広範にみられる社会現
象となったことに起因している。実際に1700年以前には，貧困児童学校
の数は決して多くはなかったのである。
当時， 「貧乏人」と呼ばれたのは，都市部においては職のない人間，農村

部においては耕作地を所有していない人''1のことであった。中|lt的農村共
同体が崩壊し，近代工業国家への移行過程にあった当時， そうした「貧乏
人」が大量に発生することは不可避の現象であった。 しかし，国家によっ
て重商主義的経済政策が展開され，漸進的にではあるが計画的に工業を発
展させつつあった当時， そうした「貧乏人」はむしろ「将来性のある働き
手」 として歓迎されたという。そしてこの「貧乏人」力曾広大な労働者予術
軍を構成し， 19世紀には工業プロレタリアートとなっていくのである。
いずれにせよ，遅くとも18111:紀後半には，貧困児童に対しても教育を施

すことが， 国家の公的責任に属すると考えられるようになっていた。それ
を最も端的な形で表現しているのが1794年の「プロイセンー般ラント法
(AllgemeinesLandrecht)」である。同法は「青少年に有用な知識と教養を
教授する学校と大学［を設置・維持すること］は国家の事業である｡」と定
めている。それまで都市や教会などによって推進されてきた学校教育が，
ここに初めて法的に根拠づけられたのである。
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こうして18世紀には，貧困児童をも含む全般的な児童教育が普及した。
しかし同時にそれは，児童教育の経済主義化という結果をもたらす要因と
もなった。なぜなら，貧困児童には，単純な工業労働を通じて自ら生計を
立て，学費を支払うことが求められたからである。そのために貧困児童学
校は実学を重視し， いわば初等の工業学校という側面を持つようになった。
こうした傾向は，農村部で人為的にマニュファクチュアを導入していた国
家の政策にも沿うものであり，一般の国民学校にも拡大していった。例え
ば少女に対しては， 旧来の裁縫や編み物以外に，靴下製造や綿紡績，羊毛
刈りなども教えられるようになったのである。 こうして児童教育の経済主
義化一一経済的利害に基づく児童教育一が進行した。
もとより児童教育の経済主義化とは，教育の実川化・世俗化という一般

的傾向の中で現れた現象であるが， こうした傾向は18世紀全般を通して
見られた。それが，一方では「啓蒙の世紀」と呼ばれる18世紀の児童教育
の特徴でもあった。しかし， 18世紀における教育の世俗化は，後述する19
世紀のそれとは明らかに異なっていた。18世紀はいまだ古い身分制的社会
秩序をもつ時代であり， そこにおける「国民」教育とは，各身分の政治
的・経済的役割を，厳格な身分的区分に基づいて教育することに他ならな
かったのである。したがって， 18世紀から19世紀への転換期は，古い身分
制的教育理念から新しい国民的教育理念力ざ生まれる過渡期でもあった。教
育理念のそうした展開に大きな役割を果たしたのは，ルソーやカントなど
の啓蒙主義的・人文主義的な教育思想であった。彼ら力:主張したのは「人
間と市民になるための教育(ErziehungzumMenschenundBiirger)」で
あった。
19世紀初頭の，いわゆるプロイセン改革の時代に取り組まれた教育改革

は, 18世紀末のそうした啓蒙主義・人文主義を直接引き継ぐものであっ
た。その最も大きな特徴は， 児童教育の一面的な世俗化， すなわち経済主
義化に対する強い反発であった。フンボルト (WilhelmvonHumboldt)は，
それを教育改革の中心的課題に据えた。フィヒテ(JohannGottliebFichte)
の「ドイツ国民に告ぐ」 (1807～08年） もまた，単一の国民によって担われ
るべき新しい国家において， ｜到民を完全に自由な人間に教育することを訴
えた。それは，一面的・専門的な教育が施される前に， まず人間そのもの
が形成されるべきであるという，ルソーの教育理念に影響を受けたもので
あり， 人間諸力の全面的発展を目指すものであった。そしてそれは，単に
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啓蒙主義的教育というにとどまらず， カント （の職務倫理:PHichtethik)
やフィヒテ（の事行:Tathandlung)の哲学などによって深化させられた
ものであり，人間の全的発展を目指すヒューマニズム的教育観と特徴づけ
られよう。
プロイセン教育改革を主導したフンボルトやフィヒテの同調者たちは，

一般教養教育を重視し，児童教育から経済主義的側面，すなわち職業的・
実用的教育精神を排除することに努めた。 しかしそれは児童労働の否定を
意味し， した力ざって成長しつつある産業資本主義に敵対するものであった
ため，非常に緩慢にしか進行しなかった。それにもかかわらず当時のプロ
イセンにおける学校教育の人文主義化は，同時期のイギリスにおける児童
労働の過酷さを想起した場合，非常に特徴的であり，児童を過酷労働から
保護する役割を果たした。

3． 国民学校制度の成立（19世紀）

ドイ､ソで全般的な児童教育が一応の完成を見たのは19世紀のことであ
る。それは，身分制的社会秩序の代わりに登場した新しい社会構造に，教
育の分野で対応するものであった。個人の道徳上の自由，法の下の平等，
そして職業選択の自由が認められた。児童を対象にする学校が旧来のよう
に身分別あるいは職業別に編成されるということは， もはや時代にそぐわ
なくなった。 しかし, 19世紀の前半期おいても，義務教育の導入は，多く
の経済的困難に見舞われることになる。上述したように， とりわけ農村部
における労働関係は，義務教育の導入を容易には実現させなかった。農村
部全体としては，辛うじて冬学校のみ力寸実現し，夏学校まで導入した地域
は決して多くなかった。そのため，義務教育の対象となる児童による労働
(例えば,羊飼いとして）を禁止する法令が， 19世紀前半に数多く出されて
いる。
と同時に， 19世紀前半には，農村における児童労働とは別の新しい問題

が生じた。それは工場における児童労働の問題である。 しかし， その新し
い問題に対応するため1839年にフ･ロイセン政府が公布した勅令は，工場
内の児童労働を禁止するものではなかった。むしろ，工場における児重労
働の維持を前提にして，児童教育の導入が模索されていた。すなわち政府
は， 「義務教育対象者[プロイセンー般ラント法では4～13歳：後には6歳
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から]の労働を必要とする工場については，学校の授業が工場の操業を可
能な限り妨げないように」努めた。結果的に1853年の勅令は， 児童を一
日につき6時間働かせてよいこととし，少なくとも3時間は学校授業を受
けさせなければならないとした。 ここに，義務教育の歴史は児童保護の歴
史とも重なるようになったのである。
ところで， 自由主義と民主主義が高揚した1848年の三月革命が終結す

ると反動の時代ｶｺ到来し， それは一時的に，学校教育の内容にも影響を及
ぼした。 1850年代の学校教育は，革命の再発を防ぐことが念頭に置かれ
た。 1848年の革命は，最下層の国民をも啓蒙し， また教育しすぎたことに
よって引き起こされたという反省があった。そのため一時的に， 旧来のキ
リスト教的信仰が再び教育の分野で重視される時期があった。 しかし，児
童に対して宗教的教育のみを行う時代は過ぎ去っていた（過去においても
そういう時代は， ほんの僅かにしかなかった)。特に1870年代に勃発した
｢文化i州争」は，結果的に，児童教育が行き過ぎた宗教教育に陥ることを妨
げた。 しかし，全面的な人間形成というヒューマニズム的教育理念が再び
影響力を増すこともなかったのである。
そして， 1872年10月15日に公布された「国民学校，受験準備学校，神
学校等の制度に関する一般的諸規定(AllgemeineBeStimmungenbetr.
dasVolksschul-,Praparanden-undSeminarwesen)」および「ドイツ国
民学校の設置課題， 目的に関する一般規定(AllgemeineVerfngungiiber
Einrichtung,AufgabeundZielderdeutschenVolksschule)」は，児童に
対して義務教育を行う機関を「国民学校」 と定め， そこでの科目数なども
規定した。例えば，宗教の授業は週4～6時間， ドイツ語は7～11時間，算
術は4～5時間, |Xl l'l'1はl～2時間，体操は2時|Ⅲ，手芸は2時間， さらに
歴史・地理・理科などは中等段階から週6時間と定められた。ここに国民
学校制度は当面の確立を見たのである。

4． 継続学校の成立

国民学校を13歳前後で卒業した児童は，その後たいていの場合，徒弟と
して， あるいは工場労働者として就業したが，職場で厳しい肉体労働を続
ける中で，国民学校で習得した知識を急速に忘却する児童が大半であった
という。ここに，すでに就業した児童に対して新たな就学機会を与え， さ
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らにそれを義務化する必要性が認められるようになった。そこで誕生した
のｶｺ継続学校である。
しかし継続学校もまた， その起源については教会による宗教的学校に求

めること力罫,il'!来る。それは宗教改革時代のHII瀧学校(Sollntagschule)であ
る。そこでは聖職者やキュスターカゴ児童に教義問答書や聖書賛美歌集な
どを与え， それに基づいて授業を行っていた。それは, 16～18世紀にかけ
て度々布告された学校令の要請に応えるものでもあった。 ｜玉|民学校を卒業
し堅信礼を終えた児童にとって， 日曜学校は宗教を復習する学校という意
味を持っていた。 しかし，先述したキュスター学校の場合と同様に， 日曜
学校もまた，宗教以外の科Hを教授するようになり，次第に世俗化してい
くことになる。そしてそれはⅡ曜学校の開講日の拡大という結果をもたら
した。 日曜Hだけの|ﾙl講から冬期には平｢|の夕方にも開講するようになっ
た。こうして， いわゆる冬期夜間学校(Winterabendschule)が，本来の日
唯学校を補完するものとして確立していったのである。
1735年にヴュルテンベルクで発布された日暇学校に関する条例は, 16

歳までの児童にH1鞭学校への参加を義務づけていた。バイエルンでも
1803年には，休日学校(Feiertagsschule)への参加力㎡，以下のように法律
で義務づけられた。

日H報学校･体ロ学校への参加義務は，平日学校(Werktagsschule) [=
国民学校］の卒業とともに始まり, 16歳時に受験する公的試験での合
格によって終了する。

もっとも，すべての領邦で日ll獺学校力㎡義務化されたわけではない。例えば
プロイセンは, 1829年および1832年の条例で， Ⅱ曜学校への参加を「望ま
しい」 ものと規定したｶｺ，結局，参加については任意のものとした。 とい
うのも，プロイセンでは， ｜玉|家ではなく民間団体による無料の職業教育が
普及していたからである。
しかし， いずれにせよ日硴学校は, |J1民学校の継続教育を行うという理

念を担っていた。そして日曜学校を義務化した領邦では， それらが次第に
継続学校へと発展していったのである。 しかし一方で， 日曜学校が消滅し
それに代わって， もはや教会とは全く |對係のない，純粋に1911紀の経済
的要請に応える職業学校が設立される地域もあった。例えば1849年にべ
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ルリンで初めて公立職業学校が設立された際そこには（教会とは無関係
の） 「労働者福祉中央連盟(ZentralvereinfiirdasWohl derarbeitenden
Klassen)」が関与していた。こうして，遅くとも1800年以降は， 国民学
校とは別に，聖職者や民間人，民間団体，ケマインデなどによって，様々
な継続教育の機会が児童に与えられたのである。
ところでプロイセンは継続学校の義務化に最も消極的な領邦であった。

そのプロイセンでようやく継続学校の義務化が進展する契機となったのは，
1845年に公布されたプロイセン営業条例であった。 |司条例は，徒弟の採用
に際して，読み・書き・正書法・初等算術について予め試験をすることを
親方組合に義務づけた。そしてそれに合格した者のみｶｺ専門的な職業学校
への入学を許されることにしたのである。 また，不合格だった者は， まず
'二|曜'二Iに開講される任意の民間学校に通い， まずはそこを卒業すべきだと
された。 1849年以来ベルリンには3つの職業学校があったが，いずれも授
業はHI曜日に行われていた。注Ⅱすべきことは，親方組合に上述の試験義
務が課せられたことによって，本来は任意のベルリン｢l曜学校が義務教育
機関という側面を持ち始めたことである。
一方， 日曜学校とは別に, 1820年代以降のドイツでは，実際上の必要か
ら様々な工業都市で任意の商工業学校(GewerblicheFortbildungsschule)
が生まれた。その最初のものは1817年にフランクフルト ・アム・マインで
設立された力甜，代表的なものは1825年にヴュルテンベルクで設立された
｢日曜商工業学校(Sonntagsgewerbeschule)」であろう。それらの学校で
は， 日曜日に（後には平日の夕方にも) ，図画，彫塑ドイツ語，算術，物
理などの授業力苛行われた。 しかし， この商工業学校は， 旧来のⅡ曜学校・
継続学校と時間的に重なり，競合し始めることになる。そこで既存の継続
学校を2段階に分け，初級段階では一般教育を，上級段階では職業に特化
した教育をするようになった。例えば，ブリュンでは1852年に，バイエル
ンでは1870年に， そしてプロイセンでも1874年にこうした措置ｶﾇとられ
た。 しかしいずれにせよ，国民学校における授業が充実すればするほど，
継続学校には商工業的教育が期待されるようになる。そして現実はそのよ
うに進展したのである。その背景には19 lll紀ドイツの政治的・社会的・経
済的・精神的な変化があった。
18世紀は， いわば身分教育と職業教育の時代であった。そこから初等の

工業学校，商業学校，実践的な実業学校や技術学校など力ざ成立していく。
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しかし18世紀から19世紀への転換期には，先述したように， フンボルト
に指導された一般教養教育という理念が支配的になった。それは，職業教
育や実践教育を施す前に，成長期の個人の全諸力をより高度な倫理的方向
に発展させるべきであるという，理想主義的思想に基づいていた。こうし
た思想は1807～1830年頃まで強い影響力を持った。そして， この一般教
養教育を求める声が19世紀末まで根強かったことも事実であった。う°ロ
イセンでは, 1879年の時点でなお，地方の商工業学校力ざ一般教養教育を行
う高等実業学校(Oberrealschule)に変化した例もある。
一方でこうした傾向が根強く残りな力ざら，他方では, 18世紀の実業重視
の傾向が学校教育の底流に存在し続けた。そしてその傾向は， フンボルト
時代のプロイセンにおいてすら消滅することがなかったのである。実際に
プロイセンでは1807年に農業学校が, 1821年にはベルリン王立商工研究
所が， そして1824年にも商工業学校力：設立されている。 こうした背景に
は, 19世紀におけるドイツの経済的・社会的構造変化がある。すなわち農
業国家から工業国家への移行に伴って， ｜通|民生活における手工業や機械工
業，商業の比重が増大した。科学技術が発達すればするほど， それを学ぶ
ことの緊急性が増したのである。それに呼応して継続学校の実業化も進行
したが， それを推進したのは, 1892年に設立されたドイツ継続学校協会
(DeutscherVereinfdrdasFortbildungsschulwesen)や， 1896年に設立さ
れたドイツ商人養成連盟(DeutscherVerbandftirdas kaufmannische
Bildungswesen)など，民間諸I､j1体であった。
さらに，国民学校卒業後の児童を対象にした職業教育を行う学校の増加

には， もう一つの背景があった。かつての手工業組合は単に生産組織であ
るだけでなく，技術的な教育機関でもあった。親方による指導は高度で
あったが，親方自身は後継者の教師であり手本であるという自覚を持って
いた。それが親方による指導を支えていた職業的エートスであった。 しか
し，例えば1810年にプロイセンに導入された営業自由の原Mllによって厳
しい経済競争の時代が到来すると，親方がそれに忙殺されるようになり，
結果的に徒弟を指導する余裕を失うことになった。その結果，継続学校へ
の参加が任意のままでよいのか， あるいは義務化すべきかという問題ｶｺ，
とりわけ19世紀後半に広く議論されるようになったのである。
この問題に決着をつける契機となったのは， 1869年に発布された北ドイ

ツ連邦営業条例であった。その第106条は以下のように述べている。
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ラント法によって権限を与えられた当局は，徒弟の健康と道徳力ざ保護
されるように， また学校授業および宗教授業がまだ必要な徒弟にはそ
れを受けさせるように監督しなければならない。
地方の条例は, 18歳未満の職人・補助労働者(Gehilfen) ･徒弟を雇用
している使用者に対して， 当該労働者が継続学校に通うのに必要な時
間を保証するように義務づけること力ずできる。

この北ドイヅ連邦営業条例に続いて， 1891年のドイツ帝国営業条例は，違
反した使用者に対する罰11ﾘ規定を設けた。 さらに同条例への追加条項
(1897年） もまた決定的な意味を持っていた。すなわちそれは，親方に対し
て，徒弟を継続学校に通わせることと，実際の通学を監視する義務を負わ
せたのである。そして，営業条例の1900年および1911年の修正によって，
女子の継続学校就学も義務づけられるようになった。
こうして， 19世紀後半に議論された継続学校の義務化の問題は，少なく
とも帝|玉l法のレベルで決着がついた。確かに法令に違反する親方・使用者
も根強く存在し，継続学校の義務化が最終的に定着するには，第一次世界
大戦後まで待たなければならなかった。 しかしそれでも， 19世紀最後の数
十年の|川に，継続学校の義務化という基本的しくみが出来上がったことは
確かなことである。

おわりに

本稿は，近代ドイツにおける全般的児童教育機関である凶趾学校と継続
学校の成立史を概観してきた。両者に共通していることは， ともにキリス
ト教的起源を持つということであった。 と|司時に, i'lij者ともドイツ社会の
政治的・経済的・社会的変動の影響を受け， それぞれを支える基本的な教
育理念を変化させてきた。当初は宗教的教育理念と世俗的教育理念との対
抗関係の中で教育の世俗化ｶｺ進んだ。それが進展した結果, 18世紀には児
童教育に経済主義的要素力ざ持ち込まれた。 18世紀から19世紀への転換期，
解放戦争の前後には， フンボルトに代表されるヒューマニズム的教育理念
が，経済主義的教育理念と対抗し，一時的に前者が支配的影響力を持った。
しかし， それにもかかわらず， 農業国家から工業国家への移行（それ以前
には中~l ll:的農村共同体の崩壊があった） という経済的変動のI I｣で，国民教
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育全体はもとより児童教育もまた実学重視の傾向を免れなかった。 した
がって，全般的児童教育のしくみが確立した19~世紀末に，実学的教育理念
に基づく学校教育もまた確立したといえよう。
ところで，義務教育制度の発展を児童保護の観点から総括するなら， そ

れはどのような効果をもたらしたと言えようか。 ’'1民学校はMIIとしても，
継続学校は基本的に夜間学校であったため，児童労働の撤廃をもたらすこ
とはなかった。 しかし児童による夜間労働を軽減させたことは疑いない。
とりわけ徒弟は， たいていの場合，親方の家に住み込んでいたため，事業
所での労働(修業）カゴ終わった後でも,親方の家の家内労働に使用されるの
が通常であった力罫， それが軽減される可能性力:生じたことは重要であろう。
もっとも，現実には，法令に違反し，徒弟を継続学校に通わせなかった親
方も少なからず存在した。 19世紀末から20世紀初頭にかけて，社会民主
党や自由労働組合が児童保護を要求する|礫に， それがもっぱら親方の法令
違反の追及という形をとったのはそのためであった。 しかし，少なくとも，
児童を過酷な労働から保護するための法的根拠のひとつが，義務教育制度
によって与えられたことは事実であった。
いずれにせよ本稿は，近代ドイツにおける義務教育制度の発展について，

大づかみのスケッチを示したに過ぎず，残された課題は多い。 まず本稿で
は，義務教育制度の発展の過程で現れた重要な教育思想の詳細にはほとん
ど立ち入らなかった。 しかし例えば, 17世紀の教育者ヨハン・アーモス・
コメニウス(JohannAmosComenius)などは， 「全員に全てを教える」こ
とを主張し， 4段階の学制を構想している。すなわち①Mutterschule,O
MuttersprachIhule,OLateinschule,@Akademieである。この第2段
階力苛後の国民学校にｲ:||当する。 したがって， コメニウスの主張は，身分の
区別なくあらゆる児童を対象にした学校という教育理念の先駆ともいえる。
このような，時代を先取りする教育思想， あるいは時代を代表する教育思
想は，他の世紀にも登場しており， それらの検討は今後の課題となろう。
さらに，上述の「徒弟一親方」関係に見られるような，法令と実態との
格差がどの程度であったのかも，今後詳細に検討されなければならい。そ
して最終的には，近代ドイツにおける社会福祉の発展という脈絡の中で，
児童保護の歴史を位置づける作業も必要となろう。
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